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【手続補正書】
【提出日】平成23年4月20日(2011.4.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信ネットワーク（ＮＷ）で加入者間に通信接続を形成する方法において、以下のステ
ップ：
・基準番号を被呼加入者（ＲＥ）に割り当てる少なくとも１つのデータセットを備える割
り当てマッピング（ＬＡ）を、発呼加入者に対して記憶するステップ；
　これにより前記基準番号が特定のマルチメディアオブジェクトに対応し、
・１つまたは複数のマルチメディアオブジェクト（ＭＯ１，ＭＯ２，ＭＯ３；Ｂ１，Ｂ２
，Ｂ３）を、通信ネットワーク（ＮＷ）内の発呼加入者に対して記憶するステップ；
　ここで各マルチメディアオブジェクトには特定の基準番号が割り当てられており、
・通信接続形成の際に、前記割り当てマッピング（ＬＡ）を使用して、前記被呼加入者（
ＲＥ）に割り当てられた特定の基準番号を決定するステップ、
・前記特定の基準番号を、前記被呼加入者（ＲＥ）の通信機器（ＴＢ）に前記通信ネット
ワーク（ＮＷ）を介して伝送するステップ、
・前記特定の基準番号を備えるマルチメディアオブジェクトが、前記被呼加入者（ＲＥ）
の通信機器（ＴＢ）に記憶されているか否かを検査するステップ、
・記憶されていなければ、通信ネットワーク（ＮＷ）に対して、前記特定の基準番号が割
り当てられた特定のマルチメディアオブジェクトの送信を要求するステップ、
・前記通信ネットワーク（ＮＷ）により、前記要求されたマルチメディアオブジェクトを
前記被呼加入者（ＲＥ）の通信機器に配信するステップ、
・前記特定のマルチメディアオブジェクトが前記通信機器に記憶されているか、または前
記要求に応じて通信ネットワーク（ＮＷ）から配信された場合、当該通信機器において当
該特定のマルチメディアオブジェクトを再生するステップ、
を有することを特徴とする方法。
【請求項２】
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　請求項１記載の方法であって、前記割り当てマッピング（ＬＡ）は、前記発呼加入者の
通信機器（ＴＡ）に記憶されている方法。
【請求項３】
　請求項１記載の方法であって、前記割り当てマッピング（ＬＡ）は通信ネットワーク（
ＮＷ）に記憶されており、前記基準番号を決定するステップは当該通信ネットワーク（Ｎ
Ｗ）で実行される方法。
【請求項４】
　請求項１から３までのいずれか一項記載の方法であって、前記決定するステップは、基
準番号の割り当てのためのデータセットが存在しない被呼加入者が選択された場合、所定
のマルチメディアオブジェクト（Ｂ１）に対する基準番号の出力を準備する方法。
【請求項５】
　請求項１から４までのいずれか一項記載の方法であって、前記発呼加入者のマルチメデ
ィアオブジェクトはさらに、記憶権限データ（ＢＲ）を備える基準情報を有し、
　該記憶権限データは、被呼加入者の通信機器に伝送された当該マルチメディアオブジェ
クトをそこに記憶して良いか否かを指示する方法。
【請求項６】
　請求項１から５までのいずれか一項記載の方法であって、マルチメディアオブジェクト
（ＭＯ１，ＭＯ２，ＭＯ３）は画像（Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３）および／またはトーン情報を有
する方法。
【請求項７】
　請求項１から５までのいずれか一項記載の方法であって、発呼加入者の通信機器（ＴＡ
）および／または被呼加入者の通信機器（ＴＢ）は、移動無線機、携帯電話、無線モジュ
ールを備えるコンピュータ、または有線電話として構成されている方法。
【請求項８】
　請求項１から７までのいずれか一項記載の方法であって、通信ネットワーク（ＮＷ）は
、公衆固定電話網または移動無線ネットワークとして構成されている方法。
【請求項９】
　請求項８記載の方法であって、前記移動無線ネットワークは、ＧＳＭ規格またはＵＭＴ
Ｓ規格に従い動作する方法。
【請求項１０】
　発呼加入者の通信機器（ＴＡ）、被呼加入者の通信機器（ＴＢ）並びに通信ネットワー
ク（ＮＷ）を含む通信装置であって、発呼加入者の通信機器（ＴＡ）は、請求項１から９
までのいずれか一項記載の方法に従って、通信ネットワークを介して被呼加入者の通信機
器（ＴＢ）への通信接続を形成するように構成されている通信装置。
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